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東
京
都
市
計
画
地
区
計
画
の
決
定
（
中
野
区
決
定
）

都
市
計
画
上
高
田
四
丁
目
１
７
番
～
１
９
番
地
区
地
区
計
画
を
次
の
よ
う
に
決
定
す
る
。

名
称

上
高
田
四
丁
目
１
７
番
～
１
９
番
地
区
地
区
計
画

位
置
※

中
野
区
上
高
田
四
丁
目
地
内

面
積
※

約
２
．
５
ｈ
ａ

地
区
計
画
の
目
標

本
地
区
は
、
中
野
駅
か
ら
北
東
に
約
1
.5
ｋ
ｍ
の
距
離
に
位
置
し
、
最
寄
り
駅
で
あ
る
西
武
新
宿
線
新
井
薬
師
前
駅
が
北
西
約
4
50
ｍ
に
位
置
す

る
ほ
か
、
東
中
野
駅
や
落
合
駅
、
中
井
駅
に
も
近
接
し
、
都
心
へ
の
交
通
利
便
性
が
高
い
地
区
で
あ
る
。

本
地
区
の
南
側
一
帯
に
は
防
災
上
の
課
題
を
抱
え
る
木
造
密
集
地
域
が
広
が
っ
て
い
る
。
一
方
、
地
区
の
一
部
及
び
北
側
の
隣
接
地
に
は
広
域
避

難
場
所
（
哲
学
堂
公
園
一
帯
）
や
避
難
所
（
第
五
中
学
校
）
が
あ
り
、
防
災
上
の
拠
点
と
な
っ
て
い
る
。
本
地
区
は
こ
の
２
つ
の
エ
リ
ア
の
間
に
位

置
し
て
お
り
、
旧
耐
震
基
準
に
よ
る
集
合
住
宅
が
集
積
し
た
地
区
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
、
地
区
の
西
側
に
位
置
し
て
、
大
規
模
敷
地
を
有
す
る
集
合
住
宅
に
つ
い
て
は
、
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
や
緑
化
空
間
も
充
実
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
地
域
の
良
好
な
環
境
形
成
に
寄
与
し
て
い
る
。
ま
た
、
敷
地
内
の
広
場
は
、
中
野
区
地
域
防
災
計
画
に
お
い
て
、
上
高
田
高
層
団
地
防

災
会
の
防
災
活
動
拠
点
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
敷
地
内
に
は
防
災
性
に
課
題
の
あ
る
斜
面
地
が
現
存
し
て
い
る
。

一
方
、
本
地
区
東
側
に
は
、
長
期
未
開
設
の
都
市
計
画
公
園
が
あ
り
、
貴
重
な
広
が
り
の
あ
る
空
間
が
い
か
さ
れ
て
い
な
い
。
当
該
公
園
の
南
側

に
は
、
狭
あ
い
道
路
に
の
み
接
道
す
る
旧
耐
震
基
準
に
よ
る
集
合
住
宅
や
接
道
が
不
十
分
な
小
規
模
宅
地
が
存
在
す
る
。
ま
た
、
本
地
区
の
地
形
に

は
高
低
差
が
あ
り
、
南
北
方
向
の
歩
行
者
交
通
の
た
め
の
空
間
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
歩
行
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
課
題
を
抱
え
て
い
る
。

本
地
区
は
、
中
野
区
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
で
は
、
中
層
住
宅
地
区
に
位
置
付
け
ら
れ
る
と
と
も
に
、
住
宅
市
街
地
の
開
発
整
備
の
方
針
で

は
、
重
点
地
区
（
上
高
田
四
丁
目
地
区
）
に
位
置
付
け
ら
れ
、
敷
地
を
有
効
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
住
環
境
の
整
備
及
び
多
様
な
機
能
が
調
和
し

た
街
区
の
形
成
を
推
進
し
、
地
域
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
地
区
及
び
周
辺
地
域
の
状
況
を
踏
ま
え
、
以
下
の
よ
う
な
市
街
地
形
成
を
図
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
。

１
防
災
性
の
高
い
地
区
を
形
成
し
、
広
域
避
難
場
所
等
と
連
携
す
る
一
体
的
な
防
災
拠
点
の
形
成

２
集
合
住
宅
の
再
生
等
に
よ
り
土
地
の
有
効
利
用
を
図
り
、
多
様
な
世
代
が
快
適
に
生
活
で
き
、
み
ど
り
豊
か
で
良
好
な
環
境
の
形
成

３
安
全
で
快
適
な
歩
行
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す
る
と
と
も
に
、
地
区
内
公
園
等
を
つ
な
ぐ
み
ど
り
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成

４
都
市
計
画
公
園
の
整
備
に
併
せ
た
公
共
施
設
の
再
編
等
に
よ
り
、
公
園
・
道
路
等
の
機
能
を
拡
充
す
る
と
と
も
に
、
安
全
で
快
適
な
歩
行
者

空
間
を
形
成
す
る
こ
と
で
、
み
ど
り
豊
か
な
住
環
境
を
形
成

区 域 の 整 備 、 開 発 及 び

保 全 に 関 す る 方 針

土
地
利
用
の
方
針

a
大
規
模
敷
地
を
有
す
る
集
合
住
宅
の
建
て
替
え
に
あ
わ
せ
た
適
正
な
土
地
の
有
効
利
用
に
よ
り
、
広
場
や
緑
化
空
間
等
の
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス

を
確
保
し
、
み
ど
り
豊
か
で
良
好
な
住
環
境
の
形
成
を
図
る
と
と
も
に
、
地
域
の
防
災
性
の
向
上
を
図
る
。

b
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
に
は
、
防
災
関
連
施
設
の
設
置
や
円
滑
な
避
難
活
動
に
寄
与
す
る
空
間
を
形
成
し
、
北
側
に
位
置
す
る
避
難
所
等
と
連
携

し
た
防
災
拠
点
の
形
成
を
図
る
。

c
旧
耐
震
基
準
に
よ
る
集
合
住
宅
の
建
て
替
え
に
よ
り
、
敷
地
の
安
全
性
を
確
保
し
、
地
域
の
安
全
性
向
上
に
寄
与
す
る
。

d
都
市
計
画
公
園
の
整
備
に
併
せ
た
公
共
施
設
の
再
編
等
に
よ
り
、
公
園
・
道
路
等
の
機
能
を
拡
充
す
る
と
と
も
に
、
安
全
で
快
適
な
歩
行
者
空

間
を
形
成
す
る
こ
と
で
、
み
ど
り
豊
か
な
住
環
境
を
形
成
す
る
。

地
区
施
設
の
整
備
の
方
針

１
区
画
道
路

・
都
市
計
画
公
園
の
整
備
に
併
せ
て
道
路
の
配
置
替
え
を
行
い
、
公
園
の
中
央
を
分
断
す
る
道
路
を
廃
止
し
て
公
園
周
囲
に
道
路
を
配
置
す
る
。

３



ま
た
、
整
備
の
際
に
は
、
隣
接
す
る
都
市
計
画
公
園
と
連
携
し
た
歩
車
共
存
道
路
と
し
て
整
備
す
る
と
と
も
に
、
接
続
す
る
既
存
道
路
と
の
交

差
部
の
安
全
に
も
配
慮
す
る
。

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
公
園
機
能
の
拡
充
、
歩
行
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
確
保
、
隣
接
す
る
宅
地
の
接
道
状
況
の
改
善
な
ど
、
土
地
利
用
の
健
全
化

と
防
災
性
の
向
上
を
図
る
。

２
緑
道

・
み
ど
り
が
感
じ
ら
れ
る
ゆ
と
り
あ
る
歩
行
者
空
間
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
高
低
差
の
あ
る
地
区
の
南
北
方
向
の
歩
行
者
交
通
を
円
滑
化
し
、

地
区
内
外
の
緑
化
空
間
を
つ
な
ぐ
み
ど
り
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
を
図
る
。
ま
た
、
高
低
差
の
あ
る
地
区
内
公
園
の
連
携
を
強
化
し
、
公
園

機
能
の
向
上
を
図
る
。

・
災
害
時
の
円
滑
な
避
難
活
動
に
寄
与
す
る
も
の
と
し
て
、
防
災
性
の
向
上
を
図
る
。

３
公
園
（
上
高
田
台
公
園
）

・
地
域
住
民
の
憩
い
の
場
・
交
流
の
場
、
災
害
時
の
避
難
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
の
機
能
の
維
持
・
向
上
を
図
る
。

４
広
場

・
地
域
の
憩
い
の
場
と
な
る
と
と
も
に
、
隣
接
す
る
広
域
避
難
場
所
や
避
難
所
と
連
携
し
、
か
ま
ど
ベ
ン
チ
、
マ
ン
ホ
ー
ル
ト
イ
レ
等
の
防
災
関

連
設
備
を
備
え
た
防
災
性
を
向
上
さ
せ
る
広
場
を
整
備
す
る
。

５
緑
地

・
植
栽
や
樹
木
等
と
壁
面
の
位
置
の
制
限
に
よ
り
確
保
さ
れ
る
歩
行
者
空
間
を
一
体
的
に
整
備
す
る
と
と
も
に
、
斜
面
地
の
緑
化
に
よ
り
、
潤
い

の
あ
る
み
ど
り
豊
か
な
沿
道
景
観
を
形
成
す
る
。

建
築
物
等
の
整
備
の
方
針

１
敷
地
内
に
有
効
な
空
地
を
確
保
し
、
防
災
性
を
高
め
る
と
と
も
に
、
ゆ
と
り
の
あ
る
良
好
な
住
環
境
の
形
成
を
図
る
た
め
、
建
築
物
の
敷
地
面

積
の
最
低
限
度
を
定
め
る
。

２
圧
迫
感
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
安
全
で
快
適
か
つ
防
災
上
有
効
な
歩
行
者
空
間
を
確
保
す
る
た
め
、
壁
面
の
位
置
の
制
限
を
定
め
る
。

３
地
区
の
良
好
な
街
並
み
形
成
を
図
る
た
め
、
建
築
物
等
の
形
態
又
は
色
彩
そ
の
他
意
匠
の
制
限
を
定
め
る
。

４
敷
地
内
の
緑
化
を
推
進
し
、
潤
い
あ
る
街
並
み
を
形
成
す
る
た
め
、
垣
又
は
柵
の
構
造
の
制
限
及
び
土
地
利
用
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
。

５
本
地
区
に
お
け
る
み
ど
り
の
保
全
と
創
出
を
図
る
た
め
緑
化
率
を
定
め
る
。

６
建
築
物
等
の
配
置
及
び
形
状
等
は
、
周
辺
市
街
地
へ
の
日
影
環
境
や
圧
迫
感
の
軽
減
に
配
慮
す
る
。

地 区 整 備 計 画

位
置

中
野
区
上
高
田
四
丁
目
地
内

面
積

約
２
．
１
ｈ
ａ

地 区 施 設 の 配 置 及 び 規 模

種
類

名
称

面
積

幅
員

延
長

備
考

道
路

区
画
道
路

―
４
ｍ

約
１
８
０
ｍ

新
設
（
一
部
、
廃
止
）

公
園

公
園

（
上
高
田
台
公
園
）

約
８
４
０
㎡

―
―

既
存

そ
の
他
の

公
共
空
地

緑
道
１
号

―
４
ｍ

約
１
５
ｍ

一
部
、
新
設

区
有
通
路
及
び
壁
面
の
位
置
の
制
限
に

よ
り
確
保
さ
れ
る
歩
行
者
空
間
部
分

緑
道
２
号

―
４
ｍ

約
１
１
０
ｍ

緑
道
３
号

―
４
ｍ

約
４
５
ｍ

新
設
（
緑
地
、
階
段
等
を
含
む
）

広
場

約
３
５
０
㎡

―
―

新
設

４



「
区
域
、
地
区
施
設
の
配
置
、
壁
面
の
位
置
の
制
限
は
、
計
画
図
表
示
の
と
お
り
」

理
由
：

集
合
住
宅
の
再
生
等
を
契
機
に
、
土
地
の
有
効
利
用
を
図
り
、
緑
豊
か
で
良
好
な
居
住
環
境
や
防
災
性
の
高
い
安
全
・
安
心
な
地
区
を
形
成
す
る
た
め
地
区
計
画
を
決
定
す
る
。

緑
地
１
号

約
４
０
０
㎡

―
―

既
設

緑
地
２
号

約
３
０
０
㎡

―
―

既
設

緑
地
３
号

約
９
０
０
㎡

―
―

新
設

建 築 物 等 に 関 す る 事 項

建
築
物
の
敷
地
面
積
の

最
低
限
度

５
，
０
０
０
㎡

た
だ
し
、
公
共
施
設
等
公
益
上
必
要
な
も
の
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

ま
た
、
建
築
基
準
法
第
８
６
条
に
定
め
る
一
の
敷
地
と
み
な
す
こ
と
等
に
よ
る
制
限
の
緩
和
を
適
用
す
る
区
域
に
つ
い
て
は
、
当
該
一
団
地
を

一
の
敷
地
と
み
な
し
適
用
す
る
。

壁
面
の
位
置
の
制
限

建
築
物
の
外
壁
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
柱
の
面
ま
で
の
距
離
は
、
計
画
図
３
に
示
す
壁
面
線
を
超
え
て
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
。
壁
面
後
退
に
よ
る

空
地
は
、
樹
木
や
緑
地
、
土
地
の
高
低
差
等
に
配
慮
し
な
が
ら
歩
行
者
空
間
を
確
保
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
建
築
物
等
は
こ
の
限

り
で
は
な
い
。

（
１
）
歩
行
者
の
回
遊
性
及
び
利
便
性
を
高
め
る
た
め
に
設
け
る
階
段
等
及
び
こ
れ
ら
に
設
置
す
る
柱
、
壁
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

（
２
）
地
盤
面
下
に
設
け
ら
れ
る
建
築
物
又
は
建
築
物
の
部
分

（
３
）
建
築
物
の
出
入
口
に
設
置
す
る
庇
及
び
こ
れ
を
支
え
る
柱

（
４
）
歩
行
者
又
は
施
設
利
用
者
等
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
庇
、
手
す
り
、
柵
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

（
５
）
駐
車
場
の
用
に
供
す
る
車
路
の
出
入
口
の
部
分

（
６
）
ガ
ス
供
給
に
係
る
整
圧
器
等
公
益
上
必
要
な
も
の

（
７
）
敷
地
面
積
が
５
０
㎡
以
下
の
建
築
物
の
敷
地
で
区
長
が
敷
地
の
形
態
上
や
む
を
得
な
い
と
認
め
た
建
築
物

建
築
物
等
の
形
態
又
は

色
彩
そ
の
他
意
匠
の
制

限

１
建
築
物
等
の
形
態
、
意
匠
、
色
彩
は
周
辺
の
環
境
と
調
和
し
た
も
の
と
す
る
。

２
屋
外
広
告
物
を
設
置
す
る
場
合
は
、
周
辺
環
境
と
の
調
和
を
図
り
、
景
観
を
良
好
に
維
持
で
き
る
色
彩
・
構
造
と
す
る
と
と
も
に
、
腐
朽
、
腐

食
、
破
損
し
や
す
い
材
料
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

垣
又
は
柵
の
構
造
の
制

限

道
路
に
面
し
て
設
置
す
る
垣
又
は
柵
は
、
生
垣
又
は
透
視
性
の
あ
る
フ
ェ
ン
ス
等
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
盤
面
か
ら
の
高
さ
が
0.
6
ｍ
以
下
の

部
分
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

建
築
物
の
緑
化
率
の

最
低
限
度

5
,
00
0
㎡
以
上
の
敷
地
で
建
築
行
為
を
行
う
場
合
、
１
．
５
／
１
０

５


